
京都府森林の適正な管理に関する条例概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行期日 平成 27年４月１日 

 森林の適正な管理について、森林の所有者及び占有者並びに府の責務を

明らかにするとともに、森林の荒廃に起因する災害を防止するために必要

な規制を定め、もって府民の生命及び身体を保護する。 

         （１条） 

目的 

○その所有し、又は占有する森林が荒廃により災害の原因となることがな

いよう、当該森林を適正に管理するとともに、府及び市町村が実施する

施策に協力するように努める。 

○森林に関する権利関係が正確に登記簿に記載されるように努める｡ 

(３条） 

森林の所有者等の責務 

 

要適正管理森林 

勧告（７条１項） 

・勧告要件 

①災害発生のおそれの

高度の蓋然性 

②災害のおそれを知り

つつ放置 

③森林の利用価値に対

して著しく高額の経

費を要するものでな

い 

所有者等の防災義

務（６条） 

・所有者等は、その所

有し、又は占有する

森林が土砂の崩壊等

による荒廃により府

民の生命又は身体に

危害を及ぼす災害の

原因とならないよう

その適正な管理に努

めなければならな

い。 

要適正管理森林の

指定（５条１項） 

・指定要件 

→地質、地形、林況、

保全対象（人家戸

数等）から府民の

生命又は身体に危

害を及ぼす災害の

原因となるおそれ

がある森林を指定 

平常時 
災害の蓋然性が

高まった場合 

府は、災害から府民の生命等を守るためには森林の適正な管理が不可欠

である一方で、山村における高齢化の進展、林業の経営の現状等から森林

の所有者自らが適正な管理を維持することが困難となっている森林がある

ことを踏まえ、森林の所有者等が行う森林の管理に関し必要な支援施策を

推進するとともに、府、市町村及び府民が、森林の管理を支える取組が広

がるよう施策を推進するものとする。 

                            （８条）                

森林の管理を支える施策の推進 

命令（７条２項） 


